
鯨類の持続的な利用の確保の
在り方に関する検討会

取りまとめ概要



（北太平洋）
① 鯨類科学調査の精力的推進と最新のデータに基づく捕獲可能量の設定
② 財政的・人的資源の有効利用等の観点から鯨類科学調査の効率性向上
③ 目視調査を補完・代替するための技術の開発及び実用化
④ 他国又は国際機関との共同調査・研究に係る積極的な情報発信
（南極海）
① 国際的な貢献を通じた南極海の資源の保存及び管理における我が国のプレゼンスを維持するため、調査継続が肝要
② 調査の内容や成果が国内及び海外において十分に認識されるよう 、情報発信を継続・強化

鯨類の持続的な利用の確保の在り方 取りまとめ結果（概要）

（母船式捕鯨業）
① 収益が得られる価格での販売促進
 ・ 加工業者等と連携した加工方法の改善、流通販売面の改善
 ・ 鯨肉をいつでも購入・飲食できる場所の確保、鯨肉の機能性の研究の推進とPR 等
② 安定的な商業捕鯨への移行を進めるための運転資金として活用されている基金事業の継続
（基地式捕鯨業）
① 安定的な商業捕鯨の実施に向けて、引き続き操業の効率化、コスト削減等を推進
② 探鯨の効率化、捕獲対象種の検討
③ 販売単価向上のため幅広い販売先の検討

（イ）捕鯨業関連

① 重要な食料資源である鯨類を持続的に利用し、伝統的な食文化その他の文化及び食習慣を継承していくためには、鯨類
科学調査を安定的に適切に実施し、商業捕鯨が持続的かつ自立的に営まれるようにしていく必要

② 関係者（国、地方自治体、鯨類資源研究者、捕鯨業者、加工・流通業者、飲食業者、消費者）の一体となった取組が重要

１．総論
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（ア）鯨類科学調査の実施、捕獲可能量の算出とTACの設定
２．対応の方向性



鯨類の持続的な利用の確保の在り方 取りまとめ結果（概要）

① 引き続き、関係行政機関が密に連携して対応する必要
② 大手量販店等が鯨肉の取扱いを控えていることへの対応

① 鯨類に係る文化に関する情報収集及び啓発活動、学校給食への鯨肉提供等の取組の一層の効率化・効果向上
② 学校給食への鯨肉提供を積極的に実施。赤肉以外の提供の拡大も検討。出前授業も含め教育現場における啓発。
③ 鯨食文化が色濃く残り、鯨肉を日常的に入手可能な地域におけるイベント等の重点的な開催
④ 地元の加工業者、小売店、飲食店と連携した地方自治体の取組の推進

① IWC、NAMMCOといった国際機関の活動への参加。鯨類科学調査結果の報告。
② 科学的な観点からの国際機関、外国人科学者との連携
③ 海洋生物資源の持続的利用に関する考え方を維持・強化するため持続的利用支持国との連携

① 国内に流通する鯨類製品のDNA検査を継続

① 上記の対応の方向性を踏まえ、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第19条に基づく必要な財政支援及びその他の
支援
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（ウ）妨害行為等

（エ）文化・食習慣等の広報、学校給食等

（オ）国際協力等

（カ）適正流通

（キ）財政支援、その他



（参考）
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の実施状況、
捕鯨を取り巻く状況及び学識経験者・実務経験者ヒアリング
の概要
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法律の実施状況等：鯨類科学調査の実施
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〇 農林水産省は研究機関等と協力し、2021年３月に鯨類科学調査計画を策定し、鯨類科学調査を財政的に支援。
農林水産省は、一般財団法人 日本鯨類研究所（「日鯨研」）を指定鯨類科学調査法人に指定。

〇 （国研）水産研究・教育機構（「水産機構」）と日鯨研は、以下の意義・目的を達成するために、分担・協力
して鯨類科学調査を実施。

  ・主として鯨類の持続的な利用が確保されるように捕鯨業を実施するために必要な科学的知見を得ること。
  ・鯨類の持続的な利用の確保に関わる国際協力（国際機関等への調査分析結果の提供、国内外の調査研究機関と

の連携）

＜北太平洋での調査＞
（１）北太平洋鯨類資源調査（JASS-NP）：

      ミンククジラ、ニタリクジラ及びイワシクジラの捕獲可能量算出に利用

（２）日露共同オホーツク海鯨類目視調査： ミンククジラの捕獲可能量算出に利用

（３）IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査（IWC-POWER）：
国際機関を通じた大型ヒゲクジラ調査研究への貢献

（４）太平洋小型鯨類目視調査：小型鯨類の捕獲可能量算出に利用

（５）捕鯨業によって捕獲された鯨体の生物調査（性別、年齢等）：
ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラ等の捕獲可能量算出に利用

（６）寄鯨調査（性別、年齢等）：
ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラ等の捕獲可能量算出に利用

＜南極海での調査＞
（７）南極海鯨類資源調査（JASS-A）：国際機関及び国内外の調査研究機関との連携

北太平洋

南極海

我が国が現在実施している鯨類科学調査

資料：日鯨研作成資料



法律の実施状況等：捕獲可能量の算出・捕獲枠の設定

6

〇 鯨類科学調査の調査結果等に基づき、日鯨研と水産機構は捕獲可能量を算出。鯨類の資源に悪影響を与えないよう
IWCで採択された方式（1992年にIWC科学委員会が開発し、1994年にIWCが採択した改定管理方式（RMP: Revised 
Management Procedure））により算出。

〇 独立外国人科学者が、当該捕獲可能量の計算方法、計算結果及び使用したデータをレビュー。

〇 水産庁は、独立外国人科学者によるレビュー結果等を踏まえ、捕獲可能量を確定（捕獲可能量は基本的に６年毎に
更新）し、捕獲可能量の範囲内で漁獲可能量（TAC）を毎年設定。

〇 新たな鯨種について、2024年にTACを設定することを検討中。ニタリクジラ及びイワシクジラは2025年、ミンククジ
ラは2028年に新たな捕獲可能量に基づくTACを設定する予定。

RMPとは

水 産 庁（HP）資料・令和元年７月

・資源量推定値が無い海域（未調査海域）は捕獲可能量はゼロ

・資源量推定値が古くなると、捕獲可能量が減少（10年経過で
毎年２割、捕獲可能量が定量で減少）

・資源量推定値の信頼区間を考慮して捕獲可能量を算出するた
め、調査日数の減少等により精度が下がると、信頼区間が広
がり、捕獲可能量は減少

・系群構造情報の収集は、不確実性低減につながり、結果とし
て、捕獲可能量は増加（不確実性が高いと保守的な捕獲可能
量になる）

捕獲可能量の維持・拡充には、資源量及び
系群構造調査の継続が不可欠

RMPは非常に保守的な管理方式である
※ アイスランド及びノルウェーもRMPにより
捕獲可能量を算出。
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日鯨研及び水産機構からのヒアリング内容（抜粋）

鯨類科学調査等の
効率性等の向上

• 予算、調査に活用可能な調査船、調査時期、観察員等の制限があるなかで、鯨類科学調査の効率性の向
上及び精度の更なる向上等が課題

• 環境DNA調査、音響調査、人工衛星画像、ドローンといった新技術を開発中であるが、いずれも実行可
能性を調査している段階。これらの調査に係るガイドラインはIWC科学委員会において示されていない。

• 衛星標識の導入・装着により、系群構造の解明や目視調査における見逃し率推定の精度向上が期待

南極海調査
による
国際貢献

• 40年以上にわたる一貫性のある鯨類資源調査について、データ収集の継続は極めて重要。調査結果は
IWC科学委員会に報告。IWC科学委員会から謝辞が述べられている。南極条約科学委員会（SCAR）、
南極の海洋生物資源の保存に関する委員会（CCAMLR）、北大西洋海産哺乳動物委員会（NAMMCO）
科学委員会といった国際機関にも報告

• 調査結果の更なる精度向上及び調査の安全性確保が課題

（参考）鯨類科学調査に係る航海数・経費等（2022年度実績）

〇北太平洋での捕獲可能量の算出に必要な目視調査

（北太平洋鯨類資源調査（JASS-NP）、日露共同オホーツク海鯨類目視調査、IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査（IWC-POWER）等）

・航海数：10航海

・調査日数：のべ414日間

・乗員数（調査員を含む）：のべ226名

・経費：828百万円

〇南極海での目視調査（JASS-A）

・航海数：２航海（１航海×２隻）

・調査日数：のべ196日間（北太平洋の調査が困難な時期（北半球の冬季）に実施）

・乗員数（調査員を含む）：のべ44名

・経費：542百万円

学識経験者・実務経験者ヒアリング：鯨類科学調査と捕獲可能量



法律の実施状況等：母船式捕鯨業・基地式捕鯨業の状況
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〇 母船式捕鯨業者（１社）は、ニタリクジラ及びイワシクジラを捕獲対象に操業。これまでのところTACをすべて消
化。基地式捕鯨業者（４社）は、主にミンククジラ及びツチクジラを捕獲対象に操業。近年、ミンククジラの沿岸

への来遊の減少等によりTAC等を消化できていない。

〇 農林水産省は、捕鯨業の円滑な実施及び鯨肉の販売促進等を支援（円滑化実証等事業のうち沖合海域実証事業
（2023年度）:3.5億円、母船式捕鯨業の基金事業（2023年度）:10億円、円滑化実証等事業のうち沿岸海域実証事業
（2023年度）:3.6億円）。

我が国捕鯨業（母船式・基地式）の操業海域

基地式捕鯨業の操業海域：

※操業海域は捕鯨業者が主体的に決定

母船式捕鯨業の操業海域：

：我が国EEZ境界線

2023年の大型鯨類のTAC及び捕獲実績等
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共同船舶㈱からのヒアリング内容（抜粋）

経営状況

• 2022年度に営業利益の黒字化を達成したものの、今後、2024年に完成する新
母船に係る建造費用の返済や減価償却費等が必要になる。

• これまで毎年捕獲枠満限まで捕獲していることから、今後売上を増やすために
は、捕獲枠の増枠や新たな鯨種への捕獲枠の設定等が重要。

• 2022年度の貸船事業による収入は売上高の３分の１。

鯨肉の販売
状況・販売
促進の取組

• 販売単価は上昇（2020年度：957円/kg、2021年度：1,127円/kg、2022年
度：約1,200円/kg）している一方で、アイスランド産鯨肉を含め、売れにくい
部位の在庫量の増加が予想される。

• 鯨肉商品を常に置いている店舗が必要であることから、無人販売店舗の取組を開
始。

• 生肉上場イベント等により、数億円規模の広告効果を達成。
• 「クジラは100年とっても大丈夫」、「クジラを食べて若返ろう」というスロー
ガンを売りにしてPRしていく。

研究
開発等

• バレニンやDHAの機能性表示食品、サプリメント等を販売。
• 鯨肉による腸内フローラの改善効果を検証する。
• 冷凍鯨肉の品質向上の研究を実施

妨害
活動等

• 反捕鯨団体からの嫌がらせを警戒し、大手量販店や大手通販が鯨肉を取り扱わ
ないことは、鯨肉の流通が滞る大きな要因。

学識経験者・実務経験者ヒアリング：母船式捕鯨業の状況



学識経験者・実務経験者ヒアリング：基地式捕鯨業の状況
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日本小型捕鯨協会からのヒアリング内容（抜粋）

捕獲状況

• 海水温上昇の影響からか、近年はミンククジラ、ツチクジラともに捕獲が不
調。経費のみがかさむ状況が続いている。

• コスト削減のために、太平洋側でのミンククジラ操業の一部において４隻で
の共同操業に取り組んでいるが、海況が悪いと１隻も出漁できないこと、４
隻が同じ場所で探鯨することにより発見率が悪化すること等から、良い結果
は得られていない。

• 他方、ミンククジラのオホーツク海枠（33頭）は、短期間で満限まで捕獲で
きた。数年ぶりに実施した日本海側のツチクジラ操業においても、捕獲枠満
限（10頭）まで捕獲ができた。

経営状況

• 基地式捕鯨業者は捕鯨業のほか、それぞれ鯨肉加工業、小売業、他の漁業等
を実施。

• 操業開始時期の早期化、共同操業、共同での鯨体処理場の利用によるコスト
削減等に取り組んでいるが、現在の捕獲状況では、補助金（捕鯨対策予算の
うち円滑化実証等事業）なしでは事業の継続は困難。

• 鮎川、和田浦、太地、網走、釧路といった地域の捕鯨業に係る文化をなくし
てはいけないという使命感がある。



法律の実施状況等：妨害行為等

〇 2019年の商業捕鯨再開後、母船式・基地式捕鯨業への目立った妨害活動は行われていない。

〇 反捕鯨活動家は、毎年９月１日（和歌山県太地町のイルカ追込漁の解禁日）を「日本イルカデー」と称し、太地
町や我が国在外公館付近において、我が国のイルカ漁に反対する抗議活動を実施。

〇 日本人活動家が太地町での漁業活動をドローンで空撮し、動画をSNSで発信。漁業者だけでなく、鯨類飼育施設や
行政機関に対しても妨害活動が行われており、漁業活動等の妨げに。

〇 鯨肉の取扱いを避ける大手量販店等が存在。
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太地町（太地町漁業協同組合、太地町立くじらの博物館）からのヒアリング内容（抜粋）

妨害等活動の状況

• 鯨類追込網漁業等の漁業者に対し、サーチライト照射、誹謗中傷、進路妨害等の妨害活動
が行われていた。近年はドローンを含む撮影とSNS等による発信が行われている。

• 鯨類飼育施設や行政機関等に対しては、デモ活動、ドローンを含む撮影とSNS等による発
信、FAXの大量送信、HPへのDoSアタック等が行われている。

• ９月に追込網漁が始まると、反捕鯨団体、それに反対する団体、マスコミが集まり、太地
町内が大騒ぎになる。

対応状況
• 臨時交番も設置し、現地の警察や海上保安庁と連携し対応
• 関係者（警察、海保、行政機関、漁協、漁師、飼育関連施設等）が参加する対策会議、警
察・海保の合同訓練を実施。

学識経験者・実務経験者ヒアリング



法律の実施状況等：我が国における鯨肉消費量

〇 我が国における鯨肉の国内消費仕向量（消費量）は、1962年度の約
23万トンをピークとして減少。

〇 商業捕鯨中断後（1988年以降）は概ね約２～５千トンで推移。

〇 2022年度現在、牛豚鶏肉の消費量が400万トン以上あるのに対し、鯨
肉の消費量は約２千トン。大消費地のほか、捕鯨・鯨食に馴染みのあ
る地域を中心に消費。

資料：農林水産省食料需給表
（令和４年度は概算値）

単位：1,000トン

注：国内消費仕向量は、国内生産量＋
輸入量－輸出量－在庫の増加量
（又は＋在庫の減少量）によって
算出

1 農林水産省「食料需給表」（概算値）、2 農林水産省「畜産物流通統計」、3 農林水産省「野生鳥獣資源利用実態

調査」、4 財務省「貿易統計」（生、冷蔵、冷凍の数量） に基づき水産庁で作成

（注）・ 供給量（ジビエ以外）は純食料（通常食さない部分を除いた量）。ジビエは一部骨付き肉を含む。

・ ジビエは食肉処理施設が販売した数量。その他に、食肉処理施設が解体のみ請け負って依頼者へ渡した食

肉（６トン）、自家消費向け食肉（83トン）がある。 ・ ※は暦年の数値

輸 入 量 輸 出 量

昭和　35 1960 154 0 0 0 154
36 1961 179 0 0 0 179
37 1962 226 14 7 0 233
38 1963 193 12 9 0 196
39 1964 198 24 41 0 181
40 1965 218 19 34 0 203
41 1966 185 21 9 0 197
42 1967 172 29 21 0 180
43 1968 156 11 20 0 147
44 1969 156 13 20 0 149
45 1970 125 15 15 0 125
50 1975 76 29 0 0 105
55 1980 21 25 0 0 46
60 1985 15 17 0 0 32
62 1987 5 1 0 0 6

63 1988 2 1 0 0 3
平成  元 1989 1 0 0 0 1

5 1993 2 0 0 0 2
10 1998 2 0 0 0 2
15 2003 4 0 0 0 4
20 2008 5 0 0 0 5
21 2009 4 0 0 1 3
22 2010 3 0 0 1 2
23 2011 3 1 0 △ 1 5
24 2012 2 1 0 0 3
25 2013 2 0 0 △ 2 4
26 2014 2 2 0 △ 1 5
27 2015 3 1 0 △ 1 5
28 2016 3 1 0 1 3
29 2017 2 1 0 1 2
30 2018 3 0 0 0 3

令和　元 2019 1 1 0 0 2
2 2020 2 0 0 0 2
3 2021 2 0 0 1 1
4 2022 2 0 0 0 2

国内消費
仕向量

商業捕鯨モラトリアム導入

商業捕鯨再開

年　　度
国　内
生産量

外　国　貿　易 在庫の
増減量

令和４（2022）年度
（現在）

鯨肉1 ２千トン※

牛肉1 78万トン

豚肉1 163万トン

鶏肉1 181万トン※

馬肉2・4 8,769トン※

ジビエ（シカ、イノシシ、

その他鳥獣）3 1,332トン

魚介類1 275万トン※

我が国の鯨肉消費量等の推移

鯨肉と他の肉類、魚介類の国内消費量の比較
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法律の実施状況等：文化・食習慣等の広報、学校給食等

〇 農林水産省は、鯨類の持続的利用に関する情報発信を自ら実施するととともに、補助事業（2023年度：3.6億円の内
数）により、日鯨研が実施する鯨類に係る文化に関する情報収集・発信及び学校給食への鯨肉提供等の取組を支援。

〇 日鯨研は、捕鯨の歴史や文化、伝統工芸品、食体験等を通じて我が国がクジラと深い関りを持ってきたこと、それ
らは後世に継承すべき伝統であること、また、鯨類の多くは健全な資源であり持続的に利用可能な資源であること等
について、広く情報発信。また、学校給食への鯨肉提供を支援（市場価格の３分の２を補助）。2022年度は28都道府
県の小中学校のべ5,400校に鯨肉約104トンを提供。

〇 各地の地方自治体においても、鯨食普及・鯨食文化維持のための様々な取組が行われている。

13

日鯨研、石巻市及び下関市からのヒアリング内容（抜粋）

日鯨研
• ポータルサイトやパンフレットなどの印刷物、各種イベントの開催、小中学校への出張授業
等を通じて広く情報発信を実施。

• 学校給食への鯨肉提供を支援。

石巻市

• 捕鯨を守る全国自治体連絡協議会に加盟。
• 2021年に「全国鯨フォーラム」の開催を契機として、「石巻くじら振興協議会」を設立。
• 2022年度には、鯨体処理場等のくじら探訪ツアー、公共施設等での企画展示、飲食店と連携
した「くじらフェア」、イオンモール石巻が主催する「石巻水産フェス」への出店、地元捕鯨
会社と連携した保育所及び学校給食への鯨料理の提供等を実施。

下関市

• 捕鯨を守る全国自治体連絡協議会に加盟。
• 学校給食への鯨肉提供や母船式捕鯨業の母港化促進のための支援を実施。
• 市内の飲食業、観光業、鯨肉加工業等と官民一体で設立した「下関市鯨肉消費拡大推進協議
会」は、2022年11月の「第１回下関くじら祭り」をはじめ、親子鯨料理教室、鯨料理店PR
フラッグの作成・配布、料理人による「感鯨料理（感動する鯨料理）」の開発等を実施。

学識経験者・実務経験者ヒアリング



法律の実施状況等：国際協力等

〇 農林水産省は、関係省と連携・協力し、鯨類資源等持続的利用国際推進事業等を活用しつつ、IWCやNAMMCOといった
国際機関との連携・協力、持続的利用支持国との連携、関係国への働きかけを実施。

〇 IWCの会議にオブザーバーとして参加するとともに、IWCとの共同調査等を実施。NAMMCOの会議にもオブザーバーとし
て参加し、鯨類の資源管理に貢献。鯨類科学調査結果について、各種の国際機関へ報告し、国際学術雑誌へ投稿・掲
載。

14

IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査
（IWC-POWER）調査海域

資料：日鯨研作成資料

資料：MINTAGプロジェクト HPより
※ https://mintag-project.com/

NAMMCOとの共同プロジェクト



法律の実施状況等：適正流通
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〇 農林水産省は、法令の規定に違反して捕獲された鯨類の国内流通を防止するため、必要な措置を実施。

・漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和38年農林省令第５号）により、違法に捕獲したひげ鯨等の販売、

所持等を禁止。

・同省令等により、ひげ鯨等を捕獲した者に、当該ひげ鯨等の個体の識別に必要なＤＮＡ分析の実施を義務付け。

・輸入鯨類製品についても、公的機関によるＤＮＡ検査証明書及び輸出国政府発行の合法的捕獲証明書の水産庁

への提出を輸入貿易管理令等により義務付け。

・水産庁は毎年度、DNA検査事業（委託事業）として、国内に流通する鯨類製品（輸入品を含む）のDNA検査

を行い、これを過去に捕獲・混獲・輸入された個体のDNA情報が登録されているDNA登録データベースと照

合することで、法令の規定に違反して捕獲された鯨類に由来する鯨類製品の有無を確認。

＜2022年度DNA検査事業＞

内容：（１）日本各地の市場、デパート、小売店等から350検体の鯨類製品（筋肉、脂皮、畝須）を購入
し、DNA解析を行って鯨種判定作業を実施

（２）判定された鯨種について、既存のＤＮＡ登録データベースに登録されている個体の遺伝子型
情報と比較することで個体識別を実施。

実施内容



法律の実施状況等：財政支援、その他
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〇 農林水産省は、関係省と連携の上、捕鯨業の安定的な実施に向けて、非致死的調査等の確実な実施、持続的利用
支持国との連携や情報発信、捕鯨の実証事業の実施等を支援するための財政上の措置を実施。

【令和５年度予算概算決定額（所要額）51 （51）億円】

＜ 事 業 の内容＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１．持続的利用調査等事業等 ３０億円

① 鯨類の資源評価等を行うための非致死的調査の実施を支援します。

② 寄鯨（座礁鯨等）の調査を支援します。

③ 持続的利用を支持する国との連携や国際世論への働き掛けを支援します。

④ 鯨食普及活動を支援します。

⑤ 違法鯨肉の国内流通を防止するための調査を実施します。

２．円滑化実証等対策事業 １１億円

① 捕鯨の実証事業を支援します。

② 音響調査等の新技術開発を支援します。

１．２．のほか、母船式捕鯨業の実証事業として基金事業を活用 １０億円

＜事業の流れ＞

補助国
民間団体等

（一財）日本鯨類研究所、民間団体等
委託、補助

（１の事業）

（２の事業）

○ 捕鯨の実証事業
○ 新たな調査技術の開発

捕鯨の実証

○ 非致死的調査（目視・バイオプシー等）
○ 寄鯨の調査
○ 違法鯨肉の国内流通防止調査

調査の確実な実施

関係国への働きかけ

○ 国内外研究機関との連携強化
○ 持続的利用支持国等の結束強化
○ 調査結果等の情報発信等

情報収集・発信

○ 国際的な情報の収集
○ 持続的利用・鯨食普及の推進



（参考資料）
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 鯨類資源の持続的な利用のため、我が国は1951年に国際捕鯨取締条約を締結しＩＷＣに加盟。

 過半数を占める反捕鯨国は、保護を優先する政治的立場から、捕獲調査を含むいかなる捕鯨にも反対。

 1990年までに行う義務とされた商業捕鯨モラトリアムの見直しは現在まで行われず、将来的にも行わ
れる見通しはない（投票国の３／４の賛成票が必要）。

 日本は30年以上にわたり交渉。しかし、反捕鯨国の歩み寄りなし。2018年９月のＩＷＣ総会の議論で、
異なる立場の共存の可能性が否定。

⇒現在のＩＷＣでは、「持続的な利用」と「保護」の両立は極めて困難であることが明白化。

国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）との関係

 鯨類を含むすべての水産資源は、科学的根拠に基づき持続的に利用すべき。

 鯨の保護の理論が拡大されれば、他の水産資源（マグロ等）にも同様の危機が生じるおそれ。

 国際捕鯨取締条約から脱退し、以下の方針に基づき2019年７月から大型鯨類を対象とした捕鯨業を
再開。

（2018年12月26日に脱退を通告。2019年６月30日に脱退の効力が発生）

 2019年７月に再開した捕鯨業の操業海域は、我が国の領海・ＥＥＺ 。
（南極海では捕獲は行わない。）

 十分な資源量が確認されている種を対象（ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラ）。

 捕獲枠は、ＩＷＣで採択された方式により算出される捕獲可能量以下に設定。

 ＩＷＣ科学委員会、持続的利用支持国などとの協力を継続。

鯨類の持続的利用に向けて

鯨類の利用に関する我が国の基本的立場

（参考）我が国の捕鯨政策
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内
閣
官
房
長
官
談
話

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
六
日

一

我
が
国
は
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
い
て
水
産
資
源
を
持
続
的
に
利
用
す
る
と
の
基
本

姿
勢
の
下
、
昭
和
六
十
三
年
以
降
中
断
し
て
い
る
商
業
捕
鯨
を
来
年
七
月
か
ら
再
開

す
る
こ
と
と
し
、
国
際
捕
鯨
取
締
条
約
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

二

我
が
国
は
、
国
際
捕
鯨
委
員
会
（
Ｉ
Ｗ
Ｃ
）
が
、
国
際
捕
鯨
取
締
条
約
の
下
、
鯨
類
の
保

存
と
捕
鯨
産
業
の
秩
序
あ
る
発
展
と
い
う
二
つ
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

い
わ
ゆ
る
商
業
捕
鯨
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
が
決
定
さ
れ
て
以
降
、
持
続
可
能
な
商
業
捕
鯨
の

実
施
を
目
指
し
て
、
三
十
年
以
上
に
わ
た
り
、
収
集
し
た
科
学
的
デ
ー
タ
を
基
に
誠
意

を
も
っ
て
対
話
を
進
め
、
解
決
策
を
模
索
し
て
き
ま
し
た
。 

三

し
か
し
、
鯨
類
の
中
に
は
十
分
な
資
源
量
が
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
保
護
の
み
を
重
視
し
、
持
続
的
利
用
の
必
要
性
を
認
め
よ
う
と
し
な
い

国
々
か
ら
の
歩
み
寄
り
は
見
ら
れ
ず
、
商
業
捕
鯨
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
に
つ
い
て
も
、
遅
く
と

も
平
成
二
年
ま
で
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
義
務
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
見
直
し
が
な
さ
れ
て
き
て
い
ま
せ
ん
。

四

さ
ら
に
、
本
年
九
月
の
Ｉ
Ｗ
Ｃ
総
会
で
も
、
条
約
に
明
記
さ
れ
て
い
る
捕
鯨
産
業
の
秩

序
あ
る
発
展
と
い
う
目
的
は
お
よ
そ
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
鯨
類
に
対
す
る
異
な

る
意
見
や
立
場
が
共
存
す
る
可
能
性
す
ら
な
い
こ
と
が
、
誠
に
残
念
な
が
ら
明
ら
か
と

な
り
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
今
回
の
決
断
に
至
り
ま
し
た
。

五

脱
退
す
る
と
は
い
え
、
国
際
的
な
海
洋
生
物
資
源
の
管
理
に
協
力
し
て
い
く
と
い
う

我
が
国
の
考
え
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
Ｉ
Ｗ
Ｃ
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
す
る
な
ど
、

国
際
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
科
学
的
知
見
に
基
づ
く
鯨
類
の
資
源
管
理
に
貢
献
す
る

所
存
で
す
。

六

ま
た
、
水
産
資
源
の
持
続
的
な
利
用
と
い
う
我
が
国
の
立
場
を
共
有
す
る
国
々
と
の

連
携
を
さ
ら
に
強
化
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
対
す
る
国
際
社
会
の
支
持
を
拡
大
し
て

い
く
と
と
も
に
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
が
本
来
の
機
能
を
回
復
す
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

七

脱
退
の
効
力
が
発
生
す
る
来
年
七
月
か
ら
我
が
国
が
行
う
商
業
捕
鯨
は
、
我
が
国
の

領
海
及
び
排
他
的
経
済
水
域
に
限
定
し
、
南
極
海
・
南
半
球
で
は
捕
獲
を
行
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
国
際
法
に
従
う
と
と
も
に
、
鯨
類
の
資
源
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
Ｉ
Ｗ
Ｃ
で

採
択
さ
れ
た
方
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
捕
獲
枠
の
範
囲
内
で
行
い
ま
す
。

八

我
が
国
は
、
古
来
、
鯨
を
食
料
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
様
々
な
用
途
に
利
用
し
、
捕
鯨

に
携
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
支
え
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
鯨
を
利

用
す
る
文
化
や
生
活
を
築
い
て
き
ま
し
た
。

科
学
的
根
拠
に
基
づ
き
水
産
資
源
を
持
続
的
に
利
用
す
る
と
い
う
考
え
方
が
各
国

に
共
有
さ
れ
、
次
の
世
代
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

（参考）内閣官房長官談話（2018年12月26日）
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